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(57)【要約】
　記録媒体及び記録媒体にデータを記録したり再生する
装置を提供する。記録媒体にデータを読むためのアクセ
スを制御する制御情報を収録してデータに対するアクセ
スを制御する記録媒体及びその記録再生方法と装置にお
いて、前記記録媒体が備えた機能を行えない場合に行わ
れる未認識アクセス制限規則（Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ
　Ｒｕｌｅｓ）と、機能を行える場合に行われる認識ア
クセス制限規則（Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓ）と
、を含む。なお、認識アクセス制限規則の場合にもデー
タ読出しを制限できるようにパスワードを付与できる。
これにより、相互に異なるバージョン（ｖｅｒｓｉｏｎ
）の記録媒体を互換的に再生可能にし、ユーザーのアク
セスが容易でないことからコンテンツの保安性が高める
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データが記録されるデータ領域と、
　前記データの管理情報が記録される管理領域と
　を備え、
　前記管理領域には前記データに対する読出しを制御する読出し制御情報が記録される領
域が割り当てられることを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記読出し制御情報は、前記記録媒体に記録される前記データの全部または特定された
一部の読出しを制御する情報であることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項３】
　前記管理領域は、前記データの読出しが制御される領域に対する位置情報が記録される
フィールドを含むことを特徴とする請求項２に記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記データの読出しが制御される領域は、前記読出し制御情報の記録時に、前記記録媒
体に記録されたデータ領域のうち、ユーザーにより指定された領域であることを特徴とす
る請求項３に記載の記録媒体。
【請求項５】
　前記読出し制御情報は、前記記録媒体が認識される時に適用される第１規則（ｒｕｌｅ
）と、前記記録媒体が認識されない時に適用される第２規則とを含むことを特徴とする請
求項１に記載の記録媒体。
【請求項６】
　前記記録媒体が認識されるか否かは、前記読出し制御情報に含まれたＩＤ（ｉｄｅｎｔ
ｉｔｙ）に基づいて判断されることを特徴とする請求項５に記載の記録媒体。
【請求項７】
　前記第１規則または第２規則は、既に入力されたパスワードと同一のパスワードの入力
の要求を含むことを特徴とする請求項５に記載の記録媒体。
【請求項８】
　前記パスワードは、前記読出し制御情報の記録時に設定されることを特徴とする請求項
７に記載の記録媒体。
【請求項９】
　前記管理領域は、前記第１規則によって前記データの読出しが制御される第１領域に関
する位置情報が記録されるフィールドと、前記第２規則によって前記データの読出しが制
御される第２領域に関する位置情報が記録されるフィールドと、を含むことを特徴とする
請求項５に記載の記録媒体。
【請求項１０】
　前記管理領域が、前記第１規則または前記第２規則を適用する時に、前記第１領域また
は前記第２領域に対象となる領域を指定する情報が記録されるフィールドをさらに含むこ
とを特徴とする請求項９に記載の記録媒体。
【請求項１１】
　前記第１規則に従って前記データ読出しが制御される領域と前記第２規則に従って前記
データ読出しが制御される領域は、相互に異なることを特徴とする請求項５に記載の記録
媒体。
【請求項１２】
　前記管理領域は、読出し保護情報のｏｎ／ｏｆｆの状態を表す読出し保護情報の状態情
報をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１３】
　前記管理領域は、前記記録媒体の初期化を制限する制御情報フィールドをさらに含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１４】
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　記録媒体に記録されたデータを再生する方法であって、
　前記記録媒体の管理領域に記録された読出し制御情報を収集するステップと、
　前記読出し制御情報に従って、前記記録媒体に記録されたデータまたは前記データが記
録された所定の領域に対して、前記データを読み出すためのアクセスを制御するステップ
と
　を備えることを特徴とするデータ再生方法。
【請求項１５】
　前記記録媒体が認識されるか否かによって、前記データを読み出すためのアクセスを制
御するための異なる規則が適用されることを特徴とする請求項１４に記載のデータ再生方
法。
【請求項１６】
　前記規則は、前記記録媒体が認識される時に適用される第１規則と、前記記録媒体が認
識されない時に適用される第２規則とを含むことを特徴とする請求項１５に記載のデータ
再生方法。
【請求項１７】
　前記第１規則または第２規則に、ユーザーが前記データを読出す権限があるか否かを判
断するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載のデータ再生方法。
【請求項１８】
　前記ユーザーが前記データを読出す権限があるか否かを判断するステップは、既に保存
されたパスワードと同一のパスワードの入力を要求することを含むことを特徴とする請求
項１７に記載のデータ再生方法。
【請求項１９】
　記録媒体の一部領域を指定する第１セグメント情報に対して前記第１規則が適用され、
第２セグメント情報に対して前記第２規則が適用されることを特徴とする請求項１６に記
載のデータ再生方法。
【請求項２０】
　前記第１規則または第２規則を適用する時に、前記記録媒体の前記第１セグメント情報
と前記第２セグメント情報から対象領域を選択するステップをさらに含むことを特徴とす
る請求項１６に記載のデータ再生方法。
【請求項２１】
　前記読出し制御情報に含まれたＩＤに基づいて、前記記録媒体が認識されるか否かが判
断されることを特徴とする請求項１５に記載のデータ再生方法。
【請求項２２】
　前記読出し制御情報に含まれたＩＤが、保存されたＩＤのいずれかと一致するとき、前
記記録媒体が認識されたと判断することを特徴とする請求項２１に記載のデータ再生方法
。
【請求項２３】
　前記記録媒体に記録されたユーザーデータの一部または全部を読み出すためのアクセス
を制御することを特徴とする請求項１４に記載のデータ再生方法。
【請求項２４】
　前記記録媒体の読出し保護状態情報のｏｎ／ｏｆｆの状態を確認するステップをさらに
含むことを特徴とする請求項１４に記載のデータ再生方法。
【請求項２５】
　前記データの読出しを行った後、前記読出し保護状態情報をｏｆｆに変更するか否かを
確認するステップをさらに含むを特徴とする請求項２４に記載のデータ再生方法。
【請求項２６】
　記録媒体にデータを記録する方法であって、
　前記記録媒体のデータ領域にデータを記録するステップと、
　前記記録媒体の管理領域に前記データの管理情報を記録するステップと
　を備え、
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　前記管理情報は、前記記録されたデータに対する読出しを制御する読出し制御情報を含
むことを特徴とするデータ記録方法。
【請求項２７】
　前記読出し制御情報は、前記データの全部または一部に対する読出しを制御することを
特徴とする請求項２６に記載のデータ記録方法。
【請求項２８】
　前記読出しが制御されるデータまたは前記データが記録された領域の位置情報を共に記
録することを特徴とする請求項２６に記載のデータ記録方法。
【請求項２９】
　前記読出し制御情報は、前記記録媒体が認識される時に適用される第１規則と、前記記
録媒体が認識されない時に適用される第２規則と、を含むことを特徴とする請求項２６に
記載のデータ記録方法。
【請求項３０】
　前記記録媒体が認識されるか否かは、前記読出し制御情報に含まれたＩＤに基づいて判
断されることを特徴とする請求項２９に記載のデータ記録方法。
【請求項３１】
　前記第１規則が適用されたデータが記録された第１領域の位置情報と、前記第２規則が
適用されたデータが記録された第２領域の位置情報を共に記録することを特徴とする請求
項２９に記載のデータ記録方法。
【請求項３２】
　前記第１領域と前記第２領域は、相互に異なることを特徴とする請求項３１に記載のデ
ータ記録方法。
【請求項３３】
　前記読出し制御情報は、パスワードが設定されているか否かを表すフィールドを含むこ
とを特徴とする請求項２６に記載のデータ記録方法。
【請求項３４】
　読出し制御情報のｏｎ／ｏｆｆを表示する状態情報を記録するステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項２６に記載のデータ記録方法。
【請求項３５】
　記録媒体にデータを記録、または記録されたデータを再生する装置であって、
　ピックアップと、
　前記記録媒体の管理領域に記録された読出し制御情報に応じて、前記記録媒体に記録さ
れたデータまたは前記データが記録された所定の領域に対して、前記データを読み出すた
めのアクセスを制御する制御部と、
　を含むことを特徴とする記録再生装置。
【請求項３６】
　前記制御部は、前記記録媒体の認識可否によって、前記データを読み出すためのアクセ
スを制御するために異なる規則を適用することを特徴とする請求項３５に記載の記録再生
装置。
【請求項３７】
　前記規則は、前記記録媒体が認識される時に適用される第１規則と、前記記録媒体が認
識されない時に適用される第２規則とを含むことを特徴とする請求項３６に記載の記録再
生装置。
【請求項３８】
　前記制御部は、ユーザーに前記データの読出し権限があるか否かを判断し、前記第１規
則または第２規則を適用することを特徴とする請求項３７に記載の記録再生装置。
【請求項３９】
　前記制御部は、既に保存されたパスワードとユーザーにより入力されたパスワードとを
比較し、前記ユーザーに前記データの読出し権限があるか否かを判断することを特徴とす
る請求項３８に記載の記録再生装置。
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【請求項４０】
　前記制御部は、前記記録媒体が認識されるか否かを判断するために、前記読出し制御情
報に含まれたＩＤを保存されたＩＤと比較することを特徴とする請求項３７に記載の記録
再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体及び記録媒体にデータを記録したり再生する装置に関するもので、
特に、記録媒体に対するアクセスを制御すると共にデータを記録媒体に記録及び／または
再生するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、光記録再生装置は、ＣＤ（ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（ｄｉｇｉｔ
ａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）またはＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　ｄｉｓｃ）などの
ような記録媒体を用いて該記録媒体に記録されたデータを再生したり、該記録媒体にデー
タを記録する装置である。消費者選好の高級化に伴って高画質の動映像処理が要求され、
動映像圧縮技術の発達に伴って高密度の記録媒体が要求されている。なお、これらの要求
に応じて、最近では、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを長時間記録し
て保存できる新しい高密度記録媒体が開発されてきている。
【０００３】
　新しい記録媒体を規格化するには、新しいバージョン（ｖｅｒｓｉｏｎ）の規格が継続
して制定されることが一般的である。また、規格制定に当ってそれに適合する記録再生装
置（“Ｐｌａｙｅｒ／Ｒｅｃｏｒｄｅｒ”ともいう。）が開発されるのが一般的である。
これを、図１を参照しつつ具体的に例に挙げて説明すると、次の通りである。ここで、図
面符号１０ａの記録再生装置は、以前のバージョンの光ディスク１００ａに対応する装置
であり、図面符号１０ｂの記録再生装置は、新しいバージョンの光ディスク１００ｂにも
対応可能な装置である。
【０００４】
　図面符号１０ｂの記録再生装置は、新しいバージョンの光ディスク１００ｂだけでなく
、以前のバージョンの光ディスク１００ａの記録再生も可能なように設計される。これに
対し、図面符号１０ａの記録再生装置は、以前バージョンの光ディスク１００ａの記録再
生のみ可能なもので、新しいバージョンの光ディスク１００ｂに対しては效率的に対応す
ることができない。これは、図面符号１０ａの記録再生装置を設計する時には新しいバー
ジョンの光ディスク１００ｂに対する規格事項が定められなかったためである。
【０００５】
　したがって、新しいバージョンの光ディスク１００ｂを規格化する段階で、以前の記録
再生装置１０ａでも再生が可能なように互換性を維持することが好ましい。この時、図１
に点線で示す新しいバージョンの光ディスク１００ｂをそれ以前の記録再生装置１０ａで
記録再生する場合が問題とされるが、これを逆互換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔ
ｉｂｉｌｉｔｙ）という。互換性のない記録再生装置１０ａは、記録媒体または記録媒体
に保存されたデータを損ねる恐れがある。したがって、互換性のない記録再生装置１０ａ
が記録媒体にアクセスすることを制限する必要がある。
【０００６】
　なお、互換性を有する記録再生装置１０ｂにおいても、権限のない者が記録媒体に記録
されたデータにアクセスする場合にはデータを損ねたり無断複製したりするなどの行為に
よって知的財産権に被害を蒙る恐れがある。したがって、権限のない者が記録媒体にアク
セスすることも制限する必要性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　したがって、本発明は上記のような従来の問題点を解決するためのもので、その目的は
、データの保安性が向上した記録媒体を提供することにある。
【０００８】
　また、本発明の他の目的は、記録媒体にアクセスを制限する情報を収録した記録媒体を
提供することにある。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は、当該記録媒体に適合する記録再生方法及び装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するための本発明の一側面によれば、データが記録されるデータ領域
と、該データの管理情報が記録される管理領域とを含むものであって、前記管理領域には
前記データに対する読出し（ｒｅａｄｉｎｇ）を制御する読出し制御情報（ｒｅａｄｉｎ
ｇ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が記録される領域が割り当てられること
を特徴とする記録媒体が提供される。
【００１１】
　前記読出し制御情報は、前記記録媒体に記録される前記データの全部または特定された
一部を含む領域に対する読出しを制御する情報でありうる。また、前記管理領域は、前記
データの読出しが制御される領域に対する位置（ａｄｄｒｅｓｓ）情報が記録されるフィ
ールド（ｆｉｅｌｄ）を含むことができる。また、前記データの読出しが制御される領域
は、前記読出し制御情報の記録時に、前記記録媒体に記録されたデータ領域のうち、ユー
ザーにより指定された領域でありうる。前記読出し制御情報は、前記記録媒体が認識され
る時に行われる第１規則（ｒｕｌｅ）と、前記記録媒体が認識されない時に行われる第２
規則とを含むことができる。
【００１２】
　本発明の他の側面によれば、記録媒体に記録されたデータを再生する方法において、前
記記録媒体の管理領域に記録された読出し制御情報を収集（ｏｂｔａｉｎｉｎｇ）し、前
記読出し制御情報に基づいて、前記記録媒体に記録されたデータまたは前記データが記録
された所定の領域に対して、前記データを読み出すためのアクセスを制限することを特徴
とするデータ再生方法が提供される。
【００１３】
　本発明のさらに他の側面によれば、記録媒体にデータを記録したり記録されたデータを
再生する装置において、ピックアップと、前記記録媒体の管理領域に記録された読出し制
御情報に応じて、前記記録媒体に記録されたデータまたは前記データが記録された所定の
領域に対して、前記データを読み出すためのアクセスを制限する制御部と、を含むことを
特徴とする記録再生装置が提供される。前記制御部は、前記記録媒体の認識可否によって
、前記データを読み出すためのアクセスを制限する相互に異なる規則を適用することがで
きる。前記規則は、前記記録媒体が認識される時に行われる第１規則と、前記記録媒体が
認識されない時に行われる第２規則とを含むことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施例による記録媒体とデータの記録再生方法及び装置によれば、異なるバー
ジョンの記録媒体を互換して再生できるという効果が得られる。
【００１５】
　また、本発明による記録媒体は読出し機能が制限されるので、ユーザーのアクセスが容
易でなく、よって、コンテンツの保安性が高いというメリットがある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の概念的理解のために示す図である。
【図２】本発明による記録媒体の構造例を示す図である。
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【図３】本発明の一実施例によるＤＲＰ＿ＰＡＣを示す図である。
【図４】ＤＲＰ＿ＰＡＣに含まれるＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓの一例を示す図
である。
【図５】ＤＲＰ＿ＰＡＣに含まれるＫｎｏｗｎ ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓの一例を示す図であ
る。
【図６Ａ】本発明の一実施例によるＦＰ＿ｆｌａｇの一例を示す図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施例によるＦＰ＿ｆｌａｇの一例を示す図である。
【図７】本発明の一実施例による記録再生装置の構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の一実施例によるＤＲＰ＿ＰＡＣの記録方法を示すフローチャートである
。
【図９】ＤＲＰ＿ＰＡＣによってデータを再生する方法を示すフローチャートである。
【図１０】Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従う場合のデータの再生方法を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る記録媒体とデータの記録再生方法及び装置の具体的な実施例につい
て、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１８】
　なお、本発明で使われる用語は可能な限り現在広く使われている一般的な用語を選択し
たが、特定の場合は、出願人が任意に選定した用語もあり、その場合については該当する
発明の説明部分で詳細にその意味を記載しておくので、単純な用語の名称ではなく用語が
持つ意味でもって本発明を把握すべきであるということは明らかである。
【００１９】
　以下、本明細書でいう“記録再生装置”は、記録媒体を用いてデータを記録したり記録
されたデータを再生することができる装置のいずれをも意味する。また、本明細書でいう
“記録媒体”は、データが記録されていたり記録することができる媒体のいずれをも意味
し、例えば、光ディスクや磁気テープなど、記録方式に関らずに全ての媒体を包括する意
味である。
【００２０】
　図２は、本発明による記録媒体の構造の一例を示す図である。本明細書では説明の便宜
のために１回のみ記録可能な記録媒体を例にして説明するが、これに限定されず、本発明
の記録媒体は、再生のみ可能な記録媒体や反復記録可能な記録媒体にも適用可能であるこ
とは明らかである。また、以下では１つの記録層を有する記録媒体（ｓｉｎｇｌｅ　ｌａ
ｙｅｒ）について説明されるが、本発明は、複数の記録層を持つ記録媒体にも適用可能で
あることは明らかである。
【００２１】
　本発明の一実施例による記録媒体は、記録媒体の内周からリードイン領域（ｌｅａｄ－
ｉｎ　ａｒｅａ）、データ領域（ｄａｔａ　ａｒｅａ）及びリードアウト領域（ｌｅａｄ
－ｏｕｔ　ａｒｅａ）を含む。データ領域には、ユーザーデータを記録するユーザーデー
タ領域（ｕｓｅｒ　ｄａｔａ　ａｒｅａ）及びその他スペア領域（図示せず）などが割り
当てられる。そして、リードイン領域とリードアウト領域は、制御情報と管理情報などが
記録される領域が割り当てられる。ここで、制御情報は、記録媒体へのアクセスを制御す
る情報を含むことができる。具体的には、図２に示すように、物理的なアクセスを制御す
る情報（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：
以下‘ＰＡＣ情報’という。）が記録される物理的なアクセス制御領域（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｒｅａ：以下、ＰＡＣ領域’という。）を含むこ
とができる。
【００２２】
　ＰＡＣ領域は、リードイン領域内に含まれることができ、図２を参照して具体的に説明
すると、次の通りである。リードイン領域に位置する情報領域は、ＩＮＦＯ１領域及びＩ
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ＮＦＯ２領域を含み、これらＩＮＦＯ１領域とＩＮＦＯ２領域にはそれぞれＰＡＣ１領域
とＰＡＣ２領域が備えられることができる。ここで、ＩＮＦＯ１領域には、ＰＡＣ１の他
にも、ドライブと関連した情報が記録されるドライブ領域（Ｄｒｉｖｅ　Ａｒｅａ）がさ
らに備えられることができる。ただし、該ドライブ領域は必要によって割り当てられなく
ても良い。そして、ＩＮＦＯ２領域に備えられるＰＡＣ２領域は、ＰＡＣ１領域に記録さ
れた情報の複写本（ｂａｃｋｕｐ　ｃｏｐｉｅｓ）としても良い。これによってＰＡＣ情
報に欠陥が生じる場合に対応することができる。それぞれのＰＡＣ領域は、３２個のクラ
スタ（Ｃｌｕｓｔｅｒ）で構成されることができ、それぞれのクラスタ単位に一つのＰＡ
Ｃ情報が保存されることができる。ここで、クラスタは、本実施例による１つの記録単位
を表す。したがって、１つの記録媒体はＰＡＣ領域に複数個のＰＡＣ情報を備えることが
できる。このＰＡＣ情報の詳細は、他の図面を参照して後述する。
【００２３】
　また、リードイン領域（またはリードアウト領域）は、臨時ディスク管理領域（Ｔｅｍ
ｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ：以下、‘ＴＤＭＡ’という
。）を含む。このＴＤＭＡは、記録媒体の使用中に発生する欠陥管理情報だけでなく、記
録媒体内の記録状態を表す一般管理情報が混在して記録される領域、すなわち、管理情報
が記録される領域である。したがって、このＴＤＭＡにはＰＡＣ情報の有用性に関する情
報または制御情報が記録されることができる。
【００２４】
　例えば、ＴＤＭＡに含まれる記録媒体の構造に関連した一般管理情報を含む臨時ディス
ク定義構造（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒ
ｅ：以下、‘ＴＤＤＳ’という。）に、ＰＡＣの状態（Ｓｔａｔｕｓ）情報が記録される
ことができる。具体的に、それぞれのＰＡＣ情報の状態を２ビット（ｂｉｔ）で表示する
場合、次のように構成することができる。すなわち、‘００’は、ＰＡＣ情報が記録され
ていない未記録ＰＡＣ領域であることを表し、‘１０’は、使用不可能な（ｉｎｖａｌｉ
ｄ）ＰＡＣ情報が記録されていることを表し、‘１１’は、有効なＰＡＣ情報が記録され
ていることを表すように構成できる。これについては、より多くのビットを割り当てたり
他の方式で割り当てても良いことは自明である。また、ＴＤＤＳは、フラグ（Ｆｌａｇｓ
）として割り当てられた領域を含み、ＰＡＣ情報と一緒に制御機能を行うことができる。
該フラグの詳細は後述する。
【００２５】
　上述したように、本発明による記録媒体は、該記録媒体へのアクセスを制御する情報が
記録される領域を含む。なお、必要によってアクセス制御情報は１つまたは複数個が記録
されることができる。以下、記録媒体に記録されるアクセス制御情報の一実施例について
具体的に説明する。特に、記録再生装置が記録媒体に記録された特定データまたは特定領
域に記録されたデータを読み出そうとする場合に読むためのアクセスを制御する情報を備
えた場合を挙げて説明する。
【００２６】
　本発明による読出し制御情報の一実施例は、図３に示す。本明細書では説明の便宜のた
めに読出し制御情報を‘ＤＲＰ＿ＰＡＣ’（Ｄｉｓｃ　Ｒｅａｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＰＡ
Ｃ）という。該ＤＲＰ＿ＰＡＣは、同図に示すように、３２セクター（‘データフレーム
 （Ｄａｔａ　Ｆｒａｍｅ）’ともいう。）で構成され、３２セクターが１つのクラスタ
として記録媒体に記録される。次に、同図のＤＲＰ＿ＰＡＣのそれぞれのフィールドにつ
いて具体的に説明する。
【００２７】
　‘ＰＡＣ＿ＩＤ'フィールドは３バイトで構成され、ＰＡＣ情報の種類を区分できる部
分である。本実施例においてＰＡＣ＿ＩＤは“４４　５２　５０ｈ”と定義することがで
きる。この場合、ローディングされた記録媒体に収録されたＰＡＣ＿ＩＤが“４４　５２
　５０ｈ”に該当すると、本実施例のＤＲＰ＿ＰＡＣが記録されているということを意味
する。



(9) JP 2009-543262 A 2009.12.3

10

20

30

40

50

【００２８】
　‘ＰＡＣ　ｆｏｒｍａｔ'フィールドは１バイトで構成され、記録されたＤＲＰ＿ＰＡ
Ｃのバージョン（ｖｅｒｓｉｏｎ）を表す。
【００２９】
　‘ＰＡＣ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｃｏｕｎｔ'フィールドは４バイトで構成され、最初は“０
０　００　００　００ｈ”に設定され、ＤＲＰ＿ＰＡＣがアップグレードする度に１つず
つ増加する。
【００３０】
　‘Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓ'フィールドは４バイトで構成される。そして
、該Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓは、記録再生装置がローディングされた記録媒
体や記録媒体に収録された情報を認識できない場合に適用される規則である。例えば、本
発明のＰＡＣ情報を認識できない場合に行われることができる。具体的には、ローディン
グされた記録媒体から読み出したＰＡＣ＿ＩＤと記録再生装置に既に保存されたＰＡＣ＿
ＩＤとを比較し、知っているＩＤか否かを判断し、知っているＩＤでないと判断される時
にＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓが行われることができる。すなわち、Ｕｎｋｎｏ
ｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓを備えることによって、ローディングされた記録媒体のＰＡＣ
情報を認識できない記録再生装置は該記録媒体に対して制限された領域でアクセスできる
ような制限をおくことができる。
【００３１】
　該Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓの一例を、図４を参照して説明する。図４は、
上記の４バイト、すなわち、３２ビットで構成されたＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅ
ｓの一実施例である。それぞれのビットは、図２に示す記録媒体の記録層に対して読出し
または書込みの可否を領域別に規定する。ここでは、１つの記録層を有するシングルレイ
ヤーの記録媒体における記録層の各領域に対するデータの読出しまたは書込みの可否を表
す。それぞれのフィールドについて具体的に説明すると、下記の通りである。
【００３２】
　‘Ａｒｅａ'フィールドは、記録媒体でＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓによって
制御可能な領域を示す。すなわち、図２で説明したＩＮＦＯ２、ＩＮＦＯ１、ＴＤＭＡ、
データ領域などに含まれるそれぞれの領域を示している。
【００３３】
　‘Ｂｉｔｓ'フィールドは、上記のそれぞれの領域に対して機能を制限するか否かを表
す目的で、上記したそれぞれの領域に割り当てられる。Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌ
ｅｓが４バイトで構成されるので、全体３２ビットが各領域に割り当てられる。
【００３４】
　‘Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｙｐｅ'フィールドは、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに
よってアクセス制御の対象となる機能を示す。本実施例では、上記のそれぞれの領域に対
してデータ書込み（Ｗｒｉｔｉｎｇ）の可否及び記録されたデータの読出し（ｒｅａｄｉ
ｎｇ）の可否を規定している。特に、本明細書ではＤＲＰ＿ＰＡＣを例にして説明するの
で、読出しを制限する側面で述べる。
【００３５】
　‘Ｍａｎｄａｔｏｒｙ　Ｓｅｔｔｉｎｇ'フィールドは、上記のそれぞれのビットに割
り当てられる２進数の値を示す。すなわち、それぞれの領域に対して上記の書込み及び読
出しを許容するか否かを表す。ＰＡＣ領域以外の全ての領域に対して、必須規定‘０'は
許容（ａｌｌｏｗｅｄ）すること、‘１'は許容しない（ｎｏｔａｌｌｏｗｅｄ）ことを
表すことができる（これは単なる一例に過ぎず、反対にした構成も可能であることは自明
である。）。ここで、読出し（ｒｅａｄ）が‘１'と設定されていて許容しないというこ
とは、記録再生装置が、ローディングされている記録媒体の対象領域に記録されたデータ
を読み出すことができないか、記録されたデータを画面に再生できないということを意味
する。一方、ＰＡＣ領域に対しては別に規定される。書込みにおいて、‘０'は現在ＰＡ
Ｃ情報の書き換えやＴＤＤＳに記録されたＰＡＣの状態表示情報を変更することが許容さ
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れることを意味し、‘１'は現在ＰＡＣ情報の書き換えやＴＤＤＳに記録されたＰＡＣの
状態表示情報を変更することが許容されることを意味する。読出しにおいては、‘０'は
、対象となる領域に記録されたデータを読み出したり（ｒｅａｄ）または再生したりする
ことができないということを意味する。そして、‘１'は、対象となる領域に記録された
データを読み出したりまたは再生したりすることが許容されないということを意味する。
図４で規定する必須規定の設定は、一実施例に過ぎず、必要によって様々に変更可能であ
る。ただし、ＩＮＦＯ２領域の保留された（ｒｅｓｅｒｖｅｄ）領域６，７及びＩＮＦＯ
１のドライブ領域は、必ず必要なビットに割り当てることができるので、可能な限り変更
されないように規定することが好ましい。
【００３６】
　‘Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓ’は、データ領域（Ｄａｔａ　Ａｒｅａ）のユ
ーザーデータ領域（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔｅ　Ａｒｅａ／Ｓｅｇｍｅｎｔｓ）に対する読出し
（ｒｅａｄ）が‘１’と設定されることができる。このため、上記Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡ
Ｃ　Ｒｕｌｅｓに従う場合、ユーザーデータ領域の全体またはセグメント（Ｓｅｇｍｅｎ
ｔｓ）と設定された領域に記録されたデータに対する読出しが許容されない。
【００３７】
　ここで、セグメント’は、ユーザーデータ領域においてアクセスを制限しようとする対
象領域に該当する。ユーザーデータを記録したユーザーまたはそれ以外の権限を持つユー
ザーが、データが記録された領域の一部または全部をアクセス制限の対象となる領域のセ
グメントと設定することができる。この時、セグメントの位置情報は、図３のＳｅｇｍｅ
ｎｔｓ　Ｉ'フィールドにそれぞれ記録され、該位置情報が記録されたセグメントの個数
はＮｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｓｅｇｍｅｎｔｓ'フィールドに記録される。ここで、セグメン
ト情報は記録されなくても良く、記録されていない場合にも記録媒体のユーザーデータ領
域全体に対するアクセスが制御されることができる。
【００３８】
　図３のＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｅｎｔｉｒｅ＿Ｄｉｓｃ＿Ｆｌａｇｓ'フィールドは
１バイトで構成され、記録媒体全体領域に適用されるＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅ
ｓである。例えば、初期化（Ｒｅ－ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）のように記録媒体ま
たは該記録媒体に記録されたデータに及ぶ影響が大きい機能は、別の規定でもって制御で
きるように構成する。
【００３９】
　‘Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓ'フィールドは、４バイトで構成される。そして、
該Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓは、記録再生装置がローディングされた記録媒体や該
記録媒体に収録された情報を認識できる場合に適用される規則である。例えば、本実施例
のＰＡＣ情報を認識する場合に行われることができる。具体的には、ローディングされた
記録媒体から読み出したＰＡＣ＿ＩＤが記録再生装置に既に保存されたＰＡＣ＿ＩＤと一
致する場合、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓを行うようにすることができる。
【００４０】
　図５は、上記Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓの一例を示す図である。このＫｎｏｗｎ
　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓは、４バイト、すなわち、３２ビットで構成されるもので、図５を
参照しつつ具体的に説明すると次の通りである。これは、上記の図４に示すＵｎｋｎｏｗ
ｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓと同様に、記録媒体の記録層領域に対してそれぞれ読出しまたは
書込み機能の可否を規定する。具体的な構成及び内容は、上記のＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ
　Ｒｕｌｅｓと同一なので、同一部分についての説明は省略し、差異点を中心に説明する
。
【００４１】
　該Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓで、データ領域の読出しは‘０'に設定される。す
なわち、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓでは制限された部分のデータ読出しが、該
Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従えば可能になり得る。これにより、記録再生装置が
ローディングされた記録媒体を認識できるか否かによって異なる制限規則を適用すること
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ができる。
【００４２】
　該Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓにおいても別のセグメントを定義することができる
。したがって、“Ｓｅｇｍｅｎｔｓ　ｉ”フィールドと“Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｓｅｇｍ
ｅｎｔｓ”フィールドが別に備えられる。すなわち、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅ
ｓとは異なるデータ領域をセグメントとして割り当てることができる。このため、ユーザ
ーの必要に応じて相互に異なる領域にＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　ＲｕｌｅｓまたはＵｎｋｎｏ
ｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓが行われるようにすることができる。
【００４３】
　これについての詳細は、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓで説明したのと同様なの
で省略する。ただし、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓが適用されるセグメントは、後述
の如く別に指定せずに、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓで定義するセグメントを利
用することができる。この場合、上記のように別のセグメントを定義する必要がないので
、当該フィールドは割り当てられなくて済む。
【００４４】
　図３のＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｅｎｔｉｒｅ＿Ｄｉｓｃ＿Ｆｌａｇｓ'フィールドは、１
バイトで構成され、記録媒体全体領域に適用されるＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓであ
る。例えば、初期化（Ｒｅ－ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）のように記録媒体または該
記録媒体に記録されたデータに及ぶ影響が大きい機能は、別の規定でもって制御できるよ
うに構成する。
【００４５】
　‘Ｒｅａｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｂｙｔｅ'フィールド（以下、‘ＲＰ
Ｃフィールド’という。）は１バイトで構成され、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従
う場合に適用される。例えば、記録再生装置が記録媒体を認識でき、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ
　Ｒｕｌｅｓが行われる場合であっても、権限のない者の使用を防止する必要がある。し
たがって、パスワードなどを付与し、アクセスする正当な権限のない者のアクセスを制限
するか、適用されるセグメントを別に定義するかなどを規定できるように構成する。
【００４６】
　このＲＰＣフィールドによる規則を具体的に説明するに先立ち、まず、Ｋｎｏｗｎ　Ｐ
ＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従う場合にアクセスに制限規定を適用するか否かを規定する必要があ
る。これと関連して本実施例では、前述したように、ＴＤＤＳにフラグを置いており、こ
れについて具体的に説明すると、下記の通りである。
【００４７】
　図６Ａに示すＴＤＤＳ領域には、Ｒｅａｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｆｌａｇ'フィー
ルド（以下、‘ＲＰ＿ｆｌａｇ'という。）が含まれる。該ＲＰ＿ｆｌａｇは、記録媒体
の読出し保護の状態（ｗｒｉｔｅ－ｐｒｏｔｅｃｔ　ｓｔａｔｕｓ）を表すもので、ＴＤ
ＭＡ以外の全てのデータ領域に適用されることができる。ここで、ＲＰ＿ｆｌａｇは、Ｋ
ｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従う場合にアクセスを制限するか否かを表すことができ
る。例えば、図６Ｂに示すように、ＲＰ＿ｆｌａｇが‘０'であれば、アクセス制限が‘
ｏｆｆ'されたことを表し、よって、読出しに対する制限がない。すなわち、本実施例に
よる読出し制御情報を備えた記録媒体の場合、読出し制御がされないので、ｓｔａｔｕｓ
はｎｏｔ　ｒｅａｄ－ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ'に該当する。一方、ＲＰ＿ｆｌａｇが‘１'で
あれば、アクセス制限が‘Ｏｎ'されていることを表す。したがって、ＲＰ＿ｆｌａｇが
‘１'に設定された場合にＲＰＣフィールドの規定が適用されることができる。すなわち
、本実施例の読出し制御情報を備えた記録媒体の場合、読出し制御がされるので、ｓｔａ
ｔｕｓはｒｅａｄ－ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ'に該当する。
【００４８】
　以下では上記のＲＰＣフィールドの規定について具体的に説明する。該ＲＰＣフィール
ドは、１バイト、すなわち、８ビットで構成されるので、これら各ビットに所望の制御情
報を割り当てることができる。例えば、ビット３にセグメント選択（Ｓｅｇｍｅｎｔ　Ｓ
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ｅｌｅｃｔｉｏｎ）ビットを割り当て、ビット２にパスワード設定ビットを割り当て、ビ
ット１に保護方式設定ビットを割り当てることができる。この場合、残りのビットは、保
留（ｒｅｓｅｒｖｅｄ）となるが、以降、他の機能を表すビットを割り当てて用いること
ができる。また、上記のビットの割当は一実施例に過ぎず、上記した順序に限定されない
ことは明らかである。
【００４９】
　‘セグメント選択ビット’は、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓが行われる場合、ユー
ザーの選択によってＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓの適用を受けるセグメントが選択さ
れることができるようにする（ここで、セグメント選択ビットは必要によってＵｎｋｎｏ
ｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓで適用されることができる）。例えば、セグメント選択ビット
を１'に設定すると、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓで定義されたセグメント情報を使
用するが、‘０'に設定すると、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓで定義されたセグ
メント情報を使用するようにすることができる。
【００５０】
　‘パスワード設定ビット’は、パスワードの有無を決定する。例えば、‘０'に設定さ
れた場合はパスワード無しで読出し可能であるということを意味し、‘１'に設定された
場合は、再生防止が作動された状態であって、パスワードを入力することを要求する。す
なわち、ユーザーまたはホストによって入力されるパスワードが記録媒体に既に保存され
ているパスワードと一致する場合に限ってデータの読出しまたは再生が可能になるという
ことを意味する。ここで、パスワードが設定された場合は、制限規定が適用されるという
意味であり、よって、上述したＴＤＤＳのＲＰ＿ｆｌａｇは‘１’に設定されることが好
ましい。
【００５１】
　なお、パスワードは、図３のＲｅａｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ'フィール
ドに３２バイトが割り当てられ、３２文字までパスワードを付与することができる。もし
、上記パスワード設定ビットでパスワードを設定しない場合には、該フィールドはいずれ
も‘０'に設定されることが好ましい。
【００５２】
　‘方式設定ビット’は、読出し保護の方式を決定する。例えば、‘０'に設定された場
合は、仮想的な方法（Ｖｉｒｔｕａｌ）で保護になるということを表し、‘１'に設定さ
れた場合は、物理的な方法（ｐｈｙｓｉｃａｌ）で保護されることを表す。ここで、仮想
的な方法と物理的な方法は、ＴＤＤＳに含まれたフラグを変更するか否かによって区分さ
れる。
【００５３】
　それ以外のフィールドは保留（ｒｅｓｅｒｖｅｄ）として構成され、該保留されたフィ
ールドは、必要に応じて必要な領域として割り当て、機能を追加できることは当然である
。
【００５４】
　本発明の一実施例による記録再生装置を、図７に示す。本発明の記録再生装置は、記録
媒体にデータを記録したり、記録されたデータを再生する記録再生部２０と、これを制御
する制御部１２と、ＡＶデコーダ１７と、ＡＶエンコーダ１８と、を含んで構成される。
同図の記録再生装置は、図１の記録再生装置１０ａ，１０ｂのいずれにも該当することが
できる。
【００５５】
　記録再生部２０は、記録媒体にデータを直接記録したり、記録媒体に記録されたデータ
を読み出すピックアップ部１１と、ピックアップ部から読み出された信号を受信して所望
の信号値に復元したり、記録される信号を記録媒体に記録される信号に変調（ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ）して伝達する信号処理部１３と、記録媒体から正確に信号を読み出したり、
記録媒体に信号を正確に記録するためにピックアップ部１１を制御するサーボ１４と、制
御情報や管理情報及びデータを一時保存するメモリー１５と、これら構成要素の制御を担
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当する第１制御部１６と、を含む。このような記録再生部２０のみからなる記録再生装置
を“ドライブ（ｄｒｉｖｅｒ）”といい、コンピュータ周辺機器として活用される。
【００５６】
　また、第２制御部１２は、全体構成要素の制御を担当する。特に、本実施例で第２制御
部１２は、ユーザーとのインターフェース（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を通じてユーザーの命
令などを受信し、記録媒体にデータを記録したり再生するための記録再生命令を記録再生
部２０に伝送する。
【００５７】
　また、デコーダ１７は、第２制御部１２の制御によって、記録媒体から読み出された信
号をデコーディングし、所望の情報として復元してユーザーに提供する。そして、エンコ
ーダ１８は、記録媒体に信号を記録するために、第２制御部１２の制御によって、入力信
号を特定フォーマットの信号、例えば、ＭＰＥＧ２トランスポートストリームに変換して
信号処理部１３に提供する。
【００５８】
　以下、記録再生装置を用いて記録媒体に上述したようなＤＲＰ＿ＰＡＣを記録する方法
について詳細に説明する。
【００５９】
　本発明の一実施例によれば、ユーザーが記録媒体にデータを記録した後、該記録された
データが損傷したり権限のない者により再生、複製または配布されないように、上記の記
録再生装置を用いてＤＲＰ＿ＰＡＣを記録することができる。すなわち、ユーザーが記録
媒体に収録になるデータ（または、コンテンツ）が、バージョンの低い記録再生装置で再
生されると損傷につながる恐れがあると判断する場合、または、当該データに創作性があ
り、無断複製または配布などの著作権侵害の恐れがあると判断される場合には、上記のＤ
ＲＰ＿ＰＡＣを記録媒体に記録することができる。上記の記録再生装置を例にしてＤＲＰ
＿ＰＡＣの順次記録過程を説明すると、下記の通りである。
【００６０】
　記録再生装置は、データ記録命令（Ｓ１）があると、記録媒体のユーザーデータ領域に
データを記録する（Ｓ２）。そして、該データを読むためのアクセスを制限する目的とし
て、必要によってユーザーまたはホストのようなシステムにＤＲＰ＿ＰＡＣ記録命令が入
力される（Ｓ３）。すると、記録再生装置の第２制御部１２は当該命令を受信し、ＡＶエ
ンコーダ１８でエンコーディングしたのち記録再生部２０に伝送する。この時、記録再生
装置は、ユーザーまたはホストなどのシステムにＤＲＰ＿ＰＡＣの指定を要求する（Ｓ４
）。すなわち、読出しを制限しようとする領域に関するセグメント情報と共に各領域に対
する読出し制限の有無が決定されることを要求する。これにより、指定された領域に指定
されたＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　ＲｕｌｅｓまたはＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓが行
われる。この時、必要によってＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓを行う場合とＫｎｏ
ｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓを行う場合が互いに異なって構成されることができる。これに
より、記録再生部２０は、ＤＲＰ＿ＰＡＣが記録される位置情報と記録されるデータを一
緒に受信する。そして、記録再生部２０の第１制御部１６は、受信したデータをサーボ１
４と信号処理部１３に伝送する。すると、サーボ１４と信号処理部１３の作動によってピ
ックアップ１１を介して記録媒体中の所望の位置、例えば、ＰＡＣ領域にユーザーにより
指定されたＤＲＰ＿ＰＡＣが記録される（Ｓ５）。
【００６１】
　一方、ユーザーのＤＲＰ＿ＰＡＣ記録命令がない場合にも、記録再生部２０の第１制御
部１６または記録再生装置の第２制御部１２で読出し保護が要求される領域が存在するか
否か判断できる（Ｓ６）。例えば、記録媒体全体または特定領域の記録が従来バージョン
の記録再生装置で認識し難いと判断されると、ユーザーの命令無しにもＤＲＰ＿ＰＡＣを
記録することができる。すなわち、データの記録された記録媒体に読出し保護が要求され
る領域が存在するか否か判断する（Ｓ６）。そして、読出し保護が要求されると判断され
た領域に対するＤＲＰ＿ＰＡＣを構成する（Ｓ７）。第１制御部１６または第２制御部１
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２のＤＲＰ＿ＰＡＣ記録命令に応じてサーボ１４と信号処理部１３が作動し、ピックアッ
プ１１を介して記録媒体中の所望の位置、例えば、ＰＡＣ領域に、構成されたＤＲＰ＿Ｐ
ＡＣが記録される（Ｓ５）。
【００６２】
　この時、ＤＲＰ＿ＰＡＣは、図２のＩＮＦＯ１領域に割り当てられた３２クラスタのＰ
ＡＣ１領域に１つのクラスタを単位として記録されることができる。すなわち、ＴＤＤＳ
に表示されるＰＡＣクラスタの状態（ｓｔａｔｕｓ）情報に基づいて記録可能なクラスタ
にＤＲＰ＿ＰＡＣを記録する。もし、記録過程でＰＡＣクラスタに欠陥があることが見出
された場合は、欠陥があるクラスタはそのまま通過し、該クラスタは使用不能であるとい
うことをＴＤＤＳに表示（例えば、状態表示情報を１０として記録）し、次の有効なクラ
スタに記録することができる。また、ＰＡＣ情報がアップデートされる場合には、新しい
バージョンのＰＡＣは次の有効なクラスタに記録され、旧バージョンのＰＡＣが記録され
ていたクラスタの状態表示情報を使用不可能（例えば、状態表示情報を１０として記録）
と表示することができる。そして、ＰＡＣ１に記録されたＰＡＣ情報は、ＩＮＦＯ２領域
に割り当てられた３２クラスタのＰＡＣ２領域に複写（ｃｏｐｙ）されて保存される。
【００６３】
　ここで、１つの記録媒体には複数個のＰＡＣ情報が記録されることができるので、本実
施例によるＤＲＰ＿ＰＡＣは、他の規則を規定するＰＡＣ情報と一緒に収録されることが
できる。この場合、当該規則は選択的適用（ＯＲ－ｆｕｃｔｉｏｎ）され、いずれかのＰ
ＡＣで制限された機能は、他のＰＡＣの規定内容に関らずに制限されることが好ましい。
【００６４】
　この時、記録されるＤＲＰ＿ＰＡＣは、記録媒体に記録されたデータを読むためにアク
セスする過程を遮断するものとして例示した実施例に限定されるわけではないが、説明の
便宜のために上記した図２の実施例に挙げて説明する。
【００６５】
　ユーザーまたは記録再生装置は、データ読出しを制限する領域、すなわち、セグメント
を設定し、それぞれのセグメントに関する位置情報を“Ｓｅｇｍｅｎｔｓ　ｉ”フィール
ドに記録する。そして、該記録されるセグメントの個数を“Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｓｅｇ
ｍｅｎｔｓ”フィールドに記録する。ここで、図３に示すように、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡ
Ｃ　ＲｕｌｅｓとＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓが適用されるセグメントをそれぞれ規
定するので、必要によって相互に異なるセグメントを指定することができる。例えば、Ｕ
ｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓの適用を受けるセグメントは、バージョン差によって
データが損傷する可能性の高いデータ部分を設定し、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓの
適用を受けるセグメントは、著作権が問題とされるコンテンツとして保護しようとするデ
ータ部分を設定することができる。ここで、セグメントは最大３２個を越えないことが好
ましい。そして、ユーザーデータ領域では、ユーザーまたは記録再生装置がセグメントを
指定した場合は該セグメントに規定が適用されれば良く、別のセグメント指定がない場合
には記録媒体全体に規定が適用されれば良い。
【００６６】
　そして、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　ＲｕｌｅｓとＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓのそ
れぞれにおいてアクセス可否に対する制御情報を設定する。これは、図２～図４で既に説
明した通りである。このため、記録媒体に対するアクセスを制限する読出し制御情報を備
えることができ、本実施例によるＤＲＰ＿ＰＡＣは必要に応じて選択的に記録することが
できる。
【００６７】
　以下では、ＤＲＰ＿ＰＡＣが記録された場合における記録媒体の再生過程を、図９を用
いて具体的に説明する。
【００６８】
　記録媒体が記録再生装置にローディングされると（Ｓ１０）、該記録媒体中の管理情報
が全て読み出され、記録再生部１０のメモリー１５に保存される。そして、該保存された
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管理情報は、記録媒体の記録再生時に活用される。
【００６９】
　まず、記録再生部１０の第１制御部１６は、当該管理情報に含まれたＰＡＣ情報を認識
できるか否かを判断する（Ｓ１１）。例えば、メモリー１５にあらかじめ保存されたＰＡ
Ｃ＿ＩＤが、記録媒体から読み出されたＰＡＣ＿ＩＤにマッチするか否か判断する。マッ
チするＰＡＣ＿ＩＤが存在しない場合、そのＰＡＣ情報は、記録再生装置が製作された後
に記録媒体に記録されたものに該当する。すなわち、記録再生装置が認識できない機能を
含むことができるので、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓを行う（Ｓ１２）。一方、
マッチするＰＡＣ＿ＩＤが存在する場合には、記録再生装置はＰＡＣの種類を認識できる
ので、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓを行う（Ｓ１３）。
【００７０】
　ＰＡＣ＿ＩＤを認識できる場合と認識できない場合をそれぞれ具体的な例に挙げて説明
すると、次の通りである。Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従う場合には、記録再
生装置またはユーザーによって指定されたセグメントに対するデータ読出しが制限される
。例えば、図４に示すＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓを行うことからユーザーデー
タ領域または指定されたセグメントに対するデータ読出しが制限され、これを除く領域の
データのみを読んで再生することができる。このため、記録再生装置が知らない機能を含
む記録媒体を挿入して再生する場合にも、データが損傷することなく再生される構造を提
供することが可能になる。一方、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従う場合には、図５
に示すように、ユーザーデータ領域またはセグメントに対する読出しが制限されない。ま
たは、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従う場合であっても、ユーザーデータ領域また
はセグメントに対する読出しが制限されるように‘Ｍａｎｄａｔｏｒｙ　Ｓｅｔｔｉｎｇ
’を０'に設定でき、この時、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓのセグメントと異な
る領域をセグメントとして指定することができる。これにより、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒ
ｕｌｅｓを行う場合にも、必要に応じて記録再生装置またはユーザーによって指定された
制限領域があると、これを除いてデータを読むことができる。
【００７１】
　本発明の再生方法の実施例によれば、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓは、図１０に示
す順序に行われることができる。この順序は単なる例に過ぎず、本実施例に限定されるこ
とはない。
【００７２】
　ユーザーにより記録媒体に記録されたデータの再生命令が入力されると（Ｓ２０）、第
１制御部１６は、ＴＤＤＳに含まれたＲＰ－Ｆｌａｇが“Ｏｎ”に設定されているか否か
判断する。すなわち、前述したように、‘０'に設定されていると読出し制御状態がＯｆ
ｆ状態であるから、図５のＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従ってデータを再生する（
Ｓ２７）。一方、ＲＰ－Ｆｌａｇが‘１'に設定されていると、読出し制御状態がＯｎ状
態であるから、ＲＰＣフィールド（Ｒｅａｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｂｙｔ
ｅ）に設定された条件にマッチする場合に限ってＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従っ
てデータを再生することとなる。これについて、前述したＲＰＣに基づいて具体的に説明
する。
【００７３】
　セグメント選択ビットを通じてＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓの対象となるセグメン
トを判断する（Ｓ２２）。例えば、ビット３が‘０'であればＵｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　
Ｒｕｌｅｓが適用されるセグメントをそのまま用い、‘１'であればＫｎｏｗｎ　ＰＡＣ
　Ｒｕｌｅｓのセグメントを規定して用いる。
【００７４】
　適用対象となるセグメントが決定されると、ビット２にパスワードが設定されているか
否か判断する（Ｓ２３）。ビット２が‘１'に設定された場合、ユーザーはパスワードを
入力しなければならない。第２制御部１２は、当該入力されたパスワードを記録再生部２
０に伝送する（Ｓ２４）。記録再生部２０の第１制御部１６は、入力されたパスワードが
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メモリー１５にあらかじめ保存されているパスワードと一致するか否か判断する（Ｓ２５
）。パスワードが一致しないとユーザーの命令を行うことができず、再入力を要請する。
パスワードが一致すると、第１制御部１６は読出し保護方式を判断する（Ｓ２６）。
【００７５】
　読出し保護方式が仮想的となっている場合には、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従
ってデータを再生する（Ｓ２７）。すなわち、ＴＤＤＳに設定されたビットを変更するこ
となく使用可能である。したがって、ユーザーの命令によってデータを再生した後にも、
ＲＰ－ＦｌａｇがＯｎに設定されているので、権限のない者によるデータ読出しが制限さ
れることができる。
【００７６】
　一方、読出し保護方式が物理的となっている場合には、ＲＰ－Ｆｌａｇをｏｆｆに変更
（Ｓ２６－１）した後に、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓに従ってデータを再生する（
Ｓ２７）。したがって、上記の物理的な方法でデータ読出しを行った後、再びパスワード
を設定することによって権限のない者によるデータ読出しを制限しようとする場合には、
ＲＰ－ＦｌａｇをＯｎに変更して記録しなければならない。
【００７７】
　本発明の他の実施例によるＤＲＰ＿ＰＡＣによれば、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌ
ｅｓに従って読出しが制限されるセグメントを除く部分のユーザーデータ領域を読む場合
にもパスワードを付与することができる。すなわち、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅ
ｓが適用されるフィールドに、パスワードを付与するか否かを表すフィールドとパスワー
ドフィールドを別に割り当てることができる。または、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌ
ｅｓが適用される場合に付与するパスワードは、Ｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　Ｒｕｌｅｓで規定
するパスワードを用いるように構成しても良い。これにより、Ｕｎｋｎｏｗｎ　ＰＡＣ　
Ｒｕｌｅｓによってバージョン差による読出しを制限できることはもちろん、権限のない
者のデータ接近も制限することが可能になる。
【００７８】
　以上で説明してきた本発明の具体的な実施例は、例示のためのもので、当業者にとって
は、添付の特許請求の範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲内で、様々
な他の実施例へと改良、変更、代替または付加などができるというこうは明らかである。
【００７９】
　なお、本発明の実施例による記録媒体とデータの記録再生方法及び装置によれば、異な
るバージョンの記録媒体を互換して再生できるという効果が得られる。
【００８０】
　また、本発明による記録媒体は読出し機能が制限されるので、ユーザーのアクセスが容
易でなく、よって、コンテンツの保安性が高いというメリットがある。
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